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東日本大震災に伴う茅ヶ崎市介護保険料の減免の取り扱いに関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、茅ヶ崎市介護保険条例（平成１２年茅ヶ崎市条例第１０号）第１４条及び茅ヶ崎市介護保険規

則（平成１２年茅ヶ崎市規則第１７号）第２０条に基づき、平成２３年３月に発生した東日本大震災（以下「震災」

という。）による被災者に対して実施する介護保険料の減免の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（減免の対象） 

第２条 保険料の減免は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法律第

４０号）第２条第３項に規定する特定被災区域内に平成２３年３月１１日に住所を有しており、震災により被災し

た被保険者で、かつ、別表に定める区域等の被保険者を対象とする。 

（減免の額） 

第３条 この要綱による保険料の減免の額は、別表に定めるとおりとする。 

（減免対象の保険料） 

第４条 減免の対象となる保険料は、平成２３年３月１１日以後に納期限が設定されている平成２２年度分以降に賦

課をした保険料とする。 

（減免の申請） 

第５条 保険料の減免を受けようとする者は、市長に対し、茅ヶ崎市介護保険料減免申請書（第１号様式）に減免対

象者である事実を確認できる書類を添付し、申請しなければならない。ただし、公簿等において事実を確認するこ

とができるときは、当該書類の添付を省略することができる。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、保険料の減免の承認又は不承認を決定し、茅ヶ崎市介護保険料減

免決定通知書により速やかに当該申請者に通知するものとする。 

（保険料の減免の取消し） 

第６条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取

り消し、当該第１号被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を逸れた額について、期限を付し

て、当該第１号被保険者から返還させるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月３１日から施行し、同年４月から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月３０日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、令和４年８月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条、第３条及び別表の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和４年

度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。 

 

別表（第２条、第３条関係） 

区域等 減免の額 

帰還困難区域等 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律

第１５６号）第２０条第２項の規定に基づき

設定されている帰還困難区域、居住制限区域

及び避難指示解除準備区域 

保険料の額の全額（令和５年度

分の保険料の額に限る。） 

旧避難指示区域等

（上位所得層を除

く。） 

平成２５年度以前に指定が解除された旧緊

急時避難準備区域等（特定避難勧奨地点を含

む。） 

保険料の額の２分の１に相当す

る額（令和５年度分の保険料の

額に限る。） 

平成２６年度に指定が解除された旧避難指

示解除準備区域等（田村市の一部の区域、川

内村の一部の区域及び南相馬市の特定避難

勧奨地点をいう。） 

平成２７年度に指定が解除された旧避難指

示解除準備区域（楢葉町の一部の区域をい

う。） 

保険料の額の全額（令和５年度

分の保険料の額に限る。） 

平成２８年度及び平成２９年４月１日に指

定が解除された旧居住制限区域等（川内村の

一部の区域及び南相馬市の一部の区域をい

う。） 

平成２８年度及び平成２９年４月１日に指

定が解除された旧居住制限区域等（飯館村の

一部の区域及び川俣町の一部の区域をい

う。） 

平成３１年４月１０日に指定が解除された

旧居住制限区域等（大熊町の一部の区域をい

う。） 

令和２年３月４日に指定が解除された避難

指示解除準備区域（双葉町の全ての区域をい

う。）及び帰還困難区域（双葉町の一部の区

域をいう。） 

令和２年３月５日に指定が解除された帰還

困難区域（大熊町の一部の区域をいう。） 

令和２年３月１０日に指定が解除された帰

還困難区域（富岡町の一部の区域をいう。） 
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令和４年６月１２日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（葛尾村の一部の区域

をいう。） 

 

令和４年６月３０日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（大熊町の一部の区域

をいう。） 

 

令和４年８月３０日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（双葉町の一部の区域

をいう。） 

 

令和５年３月３１日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（浪江町の一部の区域

をいう。） 

 

令和５年４月１日に指定が解除された旧特

定復興再生拠点区域（富岡町の一部の区域を

いう。） 

 

旧避難指示区域等

（上位所得層に限

る。） 

令和４年６月１２日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（葛尾村の一部の区域

をいう。） 

保険料の額の全額（令和５年４

月から９月までの月分の保険料

に限る。） 

令和４年６月３０日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（大熊町の一部の区域

をいう。） 

令和４年８月３０日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（双葉町の一部の区域

をいう。） 

令和５年３月３１日に指定が解除された旧

特定復興再生拠点区域（浪江町の一部の区域

をいう。） 

令和５年４月１日に指定が解除された旧特

定復興再生拠点区域（富岡町の一部の区域を

いう。） 

備考   「上位所得層」とは、被保険者個人の合計所得金額（租税措置法（昭和３２年法律第２６号）に規定され

る長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別

控除額を控除して得た額）が６３３万円以上の者をいう。 
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